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弥生さくらの「給与計算を手作業でしてみよう！」

１.給与計算に必要なものを用意しよう

給与計算をはじめる前に、あらかじめ下記の資料を準備しておく必要があります。

 法律で決まっているもの

所得税税額表、健康保険・厚生年金保険の保険料額表、提出書類、納付書など

 会社で決めているもの

給与規定、賃金台帳、就業規則、各種台帳など

 従業員の情報

氏名、住所、生年月日、連絡先、扶養親族数、振込口座、通勤費など

「給与/賞与計算」

に必要なもの

・給与／賞与に関する会社のきまり(給与規定／賃金規定)

・タイムカ－ドや出勤簿

・所得税の計算に必要な税額表

・住民税や社会保険料の金額わかる通知書や保険料額表

・社員の情報が記載されている従業員台帳

・給与/賞与明細書

「納付」に必要なもの ・所得税や住民税や社会保険料などの納付書

「書類作成」に必要な物

・提出用の書類

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届など

・書類の作成に必要な情報が書かれている台帳

「台帳のメンテナンス」

に必要なもの

・台帳

・変更理由のわかる届出書

・社会保険料の変更通知
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２.給与計算の流れを確認しよう

給与計算の流れは以下の作業手順で行います。

1 従業員台帳の確認
先月の給与計算から今月までの間に変更事項がないか

確認する（住所、通勤経路、扶養親族など）

2 タイムカ－ドの集計
実働時間、残業時間、遅刻早退時間、有給休暇取得数な

どを集計する

3
残業手当、遅刻早退控除

の計算

時間単価×残業割増率×残業時間＝×××

全従業員の計算をする

4 支給合計の集計
今月だけ支給される手当（変動手当）などを確認して支

給合計を出す

5 社会保険料の確認 毎月の健康保険料・厚生年金保険料などを確認する

6 雇用保険料・所得税の計算 今月の雇用保険料と所得税を計算する

7 控除合計の集計 支給額から差し引く控除合計を集計する

8 差引支給額の計算 支給合計－控除合計＝差引支給額を計算する

9 給与明細書の作成 従業員の名前や支給額・控除額の明細を記入する

10 給与支給の用意 銀行振込依頼書や金種表を作成する

11 台帳への転記 今月の給与の支給記録を台帳へ転記する

この後、経理課で使用する振替伝票の作成や、社員から預かった「税金や保険料の納

付」などの作業があります。

給与計算は、手間のかかる作業ですが、定型化している作業なので特別難しい仕事と

いうわけではありません。ただし、「間違い」・「遅れ」の許されない「制限時間付き短期

集中型」かつ情報管理の仕事であることはたしかです。
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３.給与計算をはじめるまえに確認しておきたいこと

１. 給与計算について

給与計算は、「支給金額」－「控除金額」＝「差引支給金額」で毎月の給与が計算さ

れます。

【支給項目・控除項目の特性】

２. 給与計算の方法について

① 支給額を計算します

・基本給、職務手当、住宅手当、家族手当、通勤費などの固定項目を確認

・時間外手当、休日出勤手当、皆勤・精勤手当などの変動項目を確認

② 控除額を計算します

・健康保険料の計算

・介護保険料の計算

・厚生年金保険料の計算

・雇用保険料の計算

・源泉所得税の計算

・住民税の金額を確認

・協定控除 社宅費や財形貯蓄などの金額を確認

③ 支給額－控除額を差し引いて、差引支給金額を計算します

固定項目 変動項目

支給金額
基本給、職務手当、住宅手当

家族手当、通勤費など

時間外手当、休日出勤手当

皆勤・精勤手当など

控除金額
健康保険料、厚生年金保険料

住民税、親睦会費など
雇用保険料、所得税など
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３. 「割増賃金」について

法定労働時間（1日 8時間、1週 40時間）を超えて労働する場合は、時間外手当とし

て25％以上の割増率で計算した金額を支給します。

・休日労働手当は 135％以上

・深夜労働手当 は(割増分)25％以上

割増賃金を計算するときは 1時間あたりの賃金を求めておきます。残業手当などの割

増賃金は、1 時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。1 時間あたりの賃金は、

時間給制であれば、その時給単価そのものです。

通常、1 ヶ月の所定労働時間数は、毎月異なります。そこで 1 年間を平均した 1 ヶ月

の所定労働時間数を用います。

日給制の場合には、1日の給与を 1日の所定労働時間数で割って求めます。多くの会

社は日給月給制を採用していますが、この場合は少し複雑で、1ヶ月の給与を 1ヶ月の

所定労働時間数で割って計算します。

４. 「1ヶ月の所定労働時間数」の求め方について

1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間数は、次のように計算します。

まず、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日

数を求めます。1 年間の休日合計日数は会社によって異なりますので、年末年始、夏期

休暇、祝祭日、土曜、日曜など、実際に会社が休日にする日数を数えます。

次に、この 1 年間の労働日数に、1 日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時

間数を求めます。

そして、これを12ヶ月で割り、年平均1ヶ月の所定労働時間数を求めます。

例：1日所定労働時間：8時間、年間休日数：125日

1 365日－125日＝240日

2 240日×8時間＝1,920時間

3 1,920時間÷12ヶ月＝160時間 → これが1ヶ月の所定労働時間数です
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５. 通勤手当について

所得税の計算をするにあたって、通勤手当は一定金額までは所得税がかかりません。

このことを「非課税通勤費」といいます。非課税となる限度額は、通勤のために最も経

済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額のことをいいま

す。

電車やバスを利用している場合は、通勤手当などの金額が1か月あたり15万円を超え

る場合には、15万円が非課税となる限度額となります。それを超えると課税になります。

車やバイクを利用して通勤している場合は、片道の距離によって非課税限度額が異な

ります。

例）バイク通勤、交通費5,000円支給、自宅～会社まで片道の距離8km

下図の通勤費の非課税限度枠の表を参照します。

片道2ｋｍ以上10ｋｍ未満 4,200円

4,200円が非課税通勤費となります。

5,000円―4,200円＝800円が課税通勤費となります。

弥生給与の勤怠データを入力する画面には下図のように分けて表示されます。

【通勤費の非課税限度枠】

区分 課税されない金額

交通機関を利用の場合 150,000円

交通用具を

利用の場合

片道55ｋｍ以上 31,600円

片道45ｋｍ以上55ｋｍ未満 28,000円

片道35ｋｍ以上45ｋｍ未満 24,400円

片道25ｋｍ以上35ｋｍ未満 18,700円

片道15ｋｍ以上25ｋｍ未満 12,900円

片道10ｋｍ以上15ｋｍ未満 7,100円

片道2ｋｍ以上10ｋｍ未満 4,200円

片道2ｋｍ未満 0円

※通勤手当は、所得税が非課税となっている部分についても、健康保険料、介護保険

料、厚生年金保険料および雇用保険料の対象になります。
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６. 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料について

健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険を総称して社会保険といいます。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の算出方法は、標準報酬月額（※）に保険

料率を掛けた額が月額の保険料となります。これを会社（事業主）と従業員（被保険者）

が折半して負担します。

保険料を算出するには、下図の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用しま

す。これを使って簡単に保険料を求めることができます。保険料額表は全国健康保険協

会（協会けんぽ）のホームページで確認することができます。下図は抜粋です。

※標準報酬月額については、さくらと学ぼう！弥生給与17 P.135 をご確認ください。

毎月の保険料は管轄の年金事務所から送られてくる「保険料納入告知額・領収済額通

知書」で金額を確認します。納付すべき額は、従業員から天引きした保険料と会社負担

額の合計です。社会保険料は前月分を翌月末日までに管轄の年金事務所へ納付します。
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７. 雇用保険料について

雇用保険と労災保険を総称して労働保険といいます。

雇用保険料は会社と従業員が負担をします。従業員が負担する雇用保険料は毎月の給

与支給額にもとづいて保険料が決められます。そのため、給与支給額が毎月少しでも増

減すれば、保険料も増減します。

労働保険は、毎月の納付ではなく、労災保険料と雇用保険料を合わせて、保険年度（4

月～3 月）に概算で申告・納付をします。翌年度に前年度の確定した保険料を精算する

仕組みになっています。

雇用保険料率は事業の種類によって異なります。

［平成 28年度の雇用保険料率］

（/1000） 一般の事業
農林水産・清酒製

造の事業
建設の事業

従業員 4.000 5.000 5.000

事業主 7.000 8.000 9.000

合計 11.000 13.000 14.000

雇用保険の加入対象者は 31 日以上の雇用が見込まれ、かつ 1 週間の所定労働時間が

20時間以上の従業員が被保険者となります。
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８. 源泉所得税について

給与から徴収する所得税は「給与所得者の源泉徴収税額表」をもとに毎月の所得税を

算出します。

手順は下記の通りです。

① 扶養親族等の人数の確認

扶養親族等の人数は従業員から提出してもらった「給与所得者の扶養控除等（異動）

申告書」で確認をします。源泉所得税は扶養親族等の数によって税額が異なります。

扶養親族の詳細については、さくらと学ぼう！弥生給与17 P.74でご確認ください。

年の途中で扶養親族等の数に異動があった場合には、「給与所得者の扶養控除等（異動）

申告書」の再提出が必要になります。申告書を受け取った後に支払う給与から新しい扶

養親族等の人数にもとづいて源泉徴収税額を求めます。

② 「社会保険料等控除後の給与等の金額」を求める

給与支給額から非課税通勤費や、社会保険料と雇用保険料を差し引いて「社会保険

料等控除後の給与等の金額」を求めます。

      ＝         －          －

③ 「給与所得者の源泉徴収税額表」を当てはめて所得税を算出する

④ 所得税の納付

税務署から送られてくる源泉所得税の納付書に必要事項を記入して、銀行等の金融機

関で納付します。 当月支給分を原則として翌月10日までに納付します。

社会保険料等

控除後の

給与等の金額

給与支給合計 非課税通勤費など
社会保険料

・雇用保険料
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９. 住民税について

住民税は、1月 1日現在の住所地について、前年1月から12月までの1年間の所得に

対して課税されます。年の途中で引っ越しした場合でも、引き続き旧住所の市区町村で

課税、徴収します。住民税額は給与担当者が計算する必要はありません。

毎年5月頃、市区町村より「住民税決定通知書」が郵送されます。記載されてある金

額を毎月の給与から住民税として徴収します。

従業員から徴収した住民税は各市区町村から送られてくる納付書を使って、銀行等の

金融機関で納付します。従業員から徴収した翌月の10日までに各市区町村へ納付します。
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４.会社の給与規定を確認しよう
給与計算を開始するまえに、給与規定を確認します。

やさしいスク－ル株式会社の給与規定は下記の通りです。

事業所名 やさしいスク－ル株式会社

導入月度 平成28年 1月

年の表示 元号使用

給与締切日 20日締め

給与支給日 25日支給

1か月平均所定労働日数 20日  ※勤務時間 9：00～18：00（休憩1時間）

1か月平均所定労働時間数 160時間

1日（平均）所定労働時間数 8時間

時間の管理方法 60進法

支給形態 日給月給制・時間給制

健康保険／介護保険 協会管掌に加入

厚生年金保険・基金 厚生年金保険のみ加入

雇用保険／事業の種類 加入／一般事業所

支給方法 振込支給

事業所開設口座 いろは銀行 京橋支店 普通1234567 電信扱い

通勤費支給方法 1ヶ月単位 金銭（通貨）支給

有給休暇管理 行う

端数調整 行わない

給与明細項目の選択

勤務手当・家族手当・住宅手当・食事手当・営業手当

皆勤手当・精勤手当

普通残業手当・休日勤務手当・財形貯蓄

※さくらと学ぼう！弥生給与 17 にて使用しているデータに準拠して作成しておりますが、給与所得

の源泉徴収税額の計算については、「税額表を使用する」を使用しています。

※平成28年 10月 1日 現在の法令にもとづいて作成しております。
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やさしいスクール株式会社で使用している諸手当などの規定は下記の通りです。

勤務手当 毎月固定の金額

家族手当
配偶者がいる場合5,000円支給、その他 扶養者の数によって算出

扶養者1人 3,000円、 2人5,000円、3人以上10,000円支給

住宅手当 毎月固定の金額

食事手当 食事1回につき一律500円

営業手当 「営業手当」×「名刺枚数」

名刺1枚につき一律100円

皆勤手当・精勤手当

「皆勤手当」の条件

欠勤、遅刻・早退がない場合のみ支給。一律10,000円

「精勤手当」の条件

欠勤が1日以内、遅刻・早退2回以内の場合に支給。一律5,000円

注）精勤手当は皆勤手当が支給されない場合に支給される

普通残業手当（※） 「普通残業手当」＝［割増基礎単価］×1.25×普通残業時間 にて計算

休日勤務手当（※） 「休日勤務手当」＝［割増基礎単価］×1.35×休日勤務時間 にて計算

残業手当（※）の補足については下記の通りである

・［単価］×［倍率］時点での端数処理はすべて「1円未満切り捨て」とする

・最終の端数処理は支給項目を「１円未満切り上げ」、支給減額・控除項目は「１円未満切り捨て」で

計算を行う。

割増基礎単価などの計算単価は下記の計算式で算出する

・割増基礎単価＝［基本給＋勤務手当＋皆勤手当＋精勤手当］÷［1か月の所定労働時間］

・欠勤基礎単価 ＝［基本給］÷［1か月の所定労働日数］

・遅早基礎単価 ＝［基本給］÷［1か月の所定労働時間］

※端数処理については、割増は「1円未満切り上げ」、減額は「1円未満切り捨て」とする

その他の補足については下記の通りである

・社会保険料・雇用保険料・源泉所得税の端数処理は、四捨五入とする。

・源泉徴収税額の計算は、給与所得の源泉徴収税額表（平成28年分）を使用する。
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５.従業員情報を確認しよう
給与計算を開始するまえに、従業員情報を確認します。

やさしいスク－ル株式会社の従業員 横井隆夫さんの情報は下記の通りです。

【一般】

氏 名 横井 隆夫 フリガナ ヨコイ タカオ

生年月日 昭和50年 5月 20日 入社年月日 平成15年 4月 1日

性 別 男 コ－ド 101

所属部門 大阪支店（営業部） 支給形態 日給月給制

従業員区分 従業員（販管部門） 税額表 甲欄

賞与の有無 あり

【扶養親族等】

扶養親族情報
横井 純子 妻 昭和51年 6月 20日 控除対象配偶者

横井 彰 長男 平成11年 7月 20日

【単価】

基本給（月給） 200,000円 勤務手当 20,000 円

家族手当 8,000円 住宅手当 15,000 円

食事手当 1回につき500円 営業手当 名刺1枚につき 100円

皆勤手当 10,000円 精勤手当 5,000円

財形貯蓄 10,000円

【通勤費】

通勤方法 電車 支給額 1か月 12,600円

【支給方法】

支給方法 全額振込 振込先 いろは銀行 京橋支店：1111111

【住所】

電話番号 06－1234－**** 郵便番号 〒571－0000

住 所 大阪府門真市○○町１－１－１ 給与支払報告書提出先 門真市

【住民税】

住民税納付先 門真市 住民コ－ド 1

月割額 簡易設定  6月：6,000円 7月以降：5,800円

【労働保険】

労働保険 雇用保険・労災保険に加入 雇用保険被保険者番号：5011－000000－0

【社会保険】

社会保険
健康保険（介護保険の徴収対象）・厚生年金保険に加入

標準報酬月額：260,000円 年金手帳の記号番号：1234－56789
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割増基礎単価

（200,000＋20,000＋5,000）÷160＝1,406.25 → 1,407（切り上げ）

６.横井隆夫さんの 1月分の給与計算を手計算でしてみよう
給与規定、従業員情報などの確認が終わったら、横井隆夫さんの平成28年 1月の給与

計算を手計算でしてみましょう。

各項目の金額を求めることができたら、Ｐ.18の給与明細書へ記入をしてください。

【横井隆夫さんの平成28年 1月の勤怠データ】

１. 給与明細書に上記の勤怠データを【勤怠】欄へ記入しましょう

２. 給与明細書の【支給】欄へ金額を記入しましょう

基本給（月給） 200,000円 勤務手当 20,000 円

家族手当 8,000円 精勤手当（※） 5,000円

住宅手当 15,000円 非課税通勤費 12,600 円

（※）欠勤1日・遅刻早退が1回あったので皆勤手当でなく、精勤手当の支給となります。

３. 給与明細書の【控除】欄に金額を記入しましょう

財形貯蓄 10,000円

４. 計算式が必要となる項目を計算して、金額を記入しましょう

（普通残業手当・休日勤務手当・食事手当・営業手当・欠勤控除・遅刻早退控除）

① 普通残業手当と休日勤務手当の割増基礎単価を計算します。
※皆勤手当と精勤手当は、支給される方だけを計算に含めます。(今回は精勤手当のみ)

割増基礎単価＝［基本給＋勤務手当＋皆勤手当＋精勤手当］÷［1か月の所定労働時間］

1ヶ月の所定労働時間数：160時間

出勤日数 16日 遅刻早退回数 1回

休日出勤日数 1日 遅刻早退時間 1時間

欠勤日数 1日 普通残業時間 15時間

有休日数 1日 休日勤務時間 8時間

実働時間 150時間 食事回数 10回

名刺枚数 10枚

割増基礎単価

1,407円
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普通残業手当

1,407×1.25＝1,758.75 → 1,758（切り捨て）

1,758×15＝26,370

休日勤務手当

1,407×1.35＝1,899.45 → 1,899（切り捨て）

1,899×8＝15,192

欠勤基礎単価

200,000÷20＝10,000

欠勤控除金額

10,000×1日＝10,000

遅早基礎単価

200,000÷160＝1,250

② 普通残業手当を計算します。

普通残業手当＝割増基礎単価×普通残業時間×1.25

③ 休日勤務手当を計算します。

休日勤務手当＝割増基礎単価×休日勤務時間×1.35

普通残業手当と休日勤務手当を合計し、合計金額を「時間外手当」の欄に記入しましょ

う。

④ 欠勤控除に必要な欠勤基礎単価を計算します。

    基本給（月給）    

1ヶ月平均所定労働日数（20日）

⑤ 欠勤控除に必要な欠勤控除の金額を計算します。

欠勤基礎単価×欠勤日数

⑥ 遅刻早退控除に必要な遅早基礎単価を計算します。

    基本給（月給）    

1ヶ月の所定労働時間数(160時間)

普通残業手当

26,370円

休日勤務手当

15,192円

欠勤基礎単価

10,000円

欠勤控除金額

10,000円

遅早基礎単価

1,250円
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食事手当

500×10回＝5,000

支給合計

200,000＋8,000＋15,000＋20,000＋5,000＋12,600＋26,370＋

15,192＋5,000＋1,000－10,000－1,250＝296,912

遅刻早退控除金額

1,250×1時間＝1,250

営業手当

100×10枚＝1,000

⑦ 遅刻早退控除に必要な遅刻早退控除の金額を計算します。

⑧ 食事手当を計算しましょう。

⑨ 営業手当を計算しましょう。

④支給合計を計算しましょう。

５. 控除項目を計算して、金額を記入しましょう

① 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を計算します。

横井隆夫さんの標準報酬月額は260,000（20等級）です。

全額

健康保険料率 10.04％

介護保険料率 1.58％

厚生年金保険料率 17.828％

※大阪府の平成27年 4月分（5月納付分）からの保険料額表を使用しています。

食事手当

5,000円

支給合計

296,912円

遅刻早退控除金額

1,250円

営業手当

1,000円

健康保険料

260,000×10.04％÷2＝13,052

介護保険料

260,000×1.58％÷2＝2,054

厚生年金料

260,000×17.828％÷2＝23,176

健康保険料

13,052円

介護保険料

2,054円

厚生年金料

23,176円
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雇用保険料

296,912×5／1000＝1,484.56 → 1,485（四捨五入）

課税対象額

296,912－12,600－39,767＝244,545

② 住民税を記入しましょう。

納付先：門真市 6月：6,000円 7月以降：5,800円

③ 雇用保険料を計算しましょう。

雇用保険料は対象金額（支給合計）に保険料率を掛けて計算します。

雇用の種類は「一般事業所」です。

④ 所得税を計算します。

ここでは所得税の計算に「税額表（月額表）」を使用しています。月額表には、「甲欄」

と「乙欄」があります。横井さんは「甲欄」を使用します。

・まず、下図の金額を確認します。

総支給額 296,912

非課税額 12,600

社会保険料合計 13,052＋2,054＋23,176＋1,485＝39,767

・課税対象額を計算します。

課税対象額＝総支給額－非課税支給額－社会保険料合計額です。

・横井さんの扶養親族の情報を確認します。

所得税は扶養親族などの人数によって金額が違います。（扶養人数が多い方が安い）

控除扶養親族人数は2人です。

扶養親族情報
横井 純子 妻 昭和51年 6月 20日 控除対象配偶者

横井 彰 長男 平成11年 7月 20日

雇用保険料

1,485円

課税対象額

244,545円

住民税

5,800円
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控除合計

13,052＋2,054＋23,176＋1,485＋5,800＋3,080＋10,000＝58,647

差引支給額

296,912－58,647＝238,265

・課税対象額と扶養人数の情報を「給与所得の源泉徴収税額表（平成 28年分）」の表に

あてはめます。

⑤ 控除合計を計算しましょう。

６. 支給合計から控除合計を差し引いて、差引支給額を計算しましょう。

控除合計

58,647円

差引支給額

238,265円

所得税

3,080円
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【平成28年 1月給与明細書 横井 隆夫】
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解答 【平成28年 1月給与明細書 横井 隆夫】


